
 

南部大阪都市計画地区計画の決定 

南部大阪都市計画地区計画（JR和泉橋本駅南地区地区計画）を次のように決定する。 

 

地区計画の方針(素案) 

名   称 JR和泉橋本駅南地区 地区計画 

位   置 貝塚市地蔵堂 及び 王子地内 

面   積 約 ２．１ｈａ 

区
域
の
整
備
・
開
発
及
び
保
全
の
方
針 

地区計画の目標 

当地区は、JR 阪和線に隣接しかつ、JＲ阪和線和泉橋本駅の南方約 500ｍに位

置しており、その JR 阪和線より西側の市街化区域に連坦している。JR 阪和線の西

側には幼稚園・小学校・生活物品販売店舗が立地するなど、生活利便性が高い地

区となっている。 

当地区計画を策定することにより、交通の利便性に優れた立地特性を活かした土

地利用を図りつつ、周辺に残された自然環境と調和した住宅地として、良好な居住

環境を形成し、維持、保全することを目標とする。 

土地利用の方針 

「市街地を抑制すべき区域」という市街化調整区域の基本理念を堅持しつつ、交

通の利便性に優れた当地区の立地特性を活かし、周辺の自然環境と調和した、良

好な居住環境を実現するため、次のような土地利用を図る。 

緑豊かな、ゆとりとうるおいのある低層の戸建て住宅を主体とし、低層の共同住

宅や日用品の販売を主たる目的とする店舗（兼用住宅に限る）等の立地、及び区域

の一部に福祉施設の立地を認めることで、地域核であり JＲ阪和線和泉橋本駅に近

接するという交通の利便性を活かした土地利用を適正に規制、誘導する。 

地区内の道路については、幅員６ｍ以上を基本とし、行き止まりのないよう周辺の

土地利用に配慮しつつ、ネットワーク化を図る。 

緑地等については、自然環境と調和したみどりを維持するため、敷地内緑化を定

め、健全な土地利用を図る。 

地区施設の整備の方針 

当地区の、健全な土地利用及び良好な居住環境の形成を図るため、道路・公園・

緑地を適正に配置するとともに、緑のネットワークの形成を創出する。 

また、地区施設においては可能な限り緑化整備を行い、機能・環境が損なわれな

いよう維持・保全する。 

建築物等の整備の方針 

当地区周辺の自然環境に配慮するとともに、地区内の良好な居住環境を創出・保

全するため、建築物の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、建築物の容積

率の最高限度、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の高さの最高限度、壁面の

位置の制限、建築物等の形態又は意匠等の制限、かき又はさくの構造の制限を定

める。 

また、地区内の緑化を推進するとともに、敷地内の樹木など緑化施設の適切な維

持管理を誘導するため、建築物の緑化率の最低限度を定め、緑豊かな居住環境の

形成を図る。 

 

 その他当該区域の 

整備・開発及び保全 

に関する方針 

雨水流出抑制施設として、１haあたり420立方メートルの貯留施設を各施設面積割

合に応じた規模で設けるものとする。 



 

 

地区整備計画  

地 

区 

整 

備 

計 

画 

地区計画の名称 JR和泉橋本駅南地区 地区計画 

地
区
の
区
分 

名  称 Ａ地区 Ｂ地区 

面  積 約 1.8 ｈａ 約 0.3 ｈａ 

建
築
物
等
の
制
限
に
関
す
る
事
項 

建築物の用途の制

限 

次に掲げる建築物以外の建築物は、建築しては

ならない。 

①住宅(２世帯住宅を含み長屋を除く)         

②住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途

を兼ねるもののうち建築基準法施行令第１３０条の

３で定めるもの 

③診療所 

④巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する

建築基準法施行令第１３０条の４で定める公益上必

要な建築物 

⑤前各号に掲げる建築物に付随するもの（建築基

準法施行例第１３０条の５に定めるものを除く。） 

 

次に掲げる建築物以外の建築物は、建築して

はならない。 

①住宅(２世帯住宅を含み長屋を除く)       

②住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途

を兼ねるもののうち建築基準法施行令第１３０条

の３で定めるもの 

③共同住宅 

④診療所 

⑤老人福祉法第 20条の 2の 2規定する老人デイ

サービスセンター 

⑥老人福祉法第 29条第１項に規定する有料老人

ホーム 

⑦巡査派出所、公衆電話所その他これらに類す

る建築基準法施行令第１３０条の４で定める公益

上必要な建築物 

⑧前各号に掲げる建築物に付随するもの（建築基

準法施行例第１３０条の５に定めるものを除く。） 

建築物の敷地面積

の最低限度 

１５０㎡（老人デイサービスセンターは 400 ㎡、有料老人ホーム又は共同住宅は
1,000㎡）ただし、巡査派出所・公衆便所その他これらに類する建築基準法施行令第
１３０条の４で定める公益上必要な建築物は除く。 

建築物の容積率の
最高限度 

１０分の１０ 

建築物の建蔽率の
最高限度 

１０分の５ 

建築物の高さの最

高限度 

１０ｍ。ただし、建築物の各部分の高さは、次に掲げるもの以下としなければならな
い。 
当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に１．２５を乗じて得た

もの。当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向
の水平距離に１．２５を乗じて得たものに５ｍを加えたもの。 

建築物の壁面の位
置の制限 

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は、１ｍ以上
でなければならない。 

建築物等の形態又

は意匠の制限 

建築物、広告物及び看板の形態・意匠については、優れた都市景観にふさわしい
ものとし、原色等の派手な色彩のものは避け、周辺環境を損なわないものとする。 

建築物の緑化率の
最低限度 

建築物の緑化率の最低限度は、敷地面積の10分の2とする。建築物の緑化率の
算定の基礎となる緑化施設の面積は、都市緑地法施行規則第９条の規定によるも
のとする。 

かき又はさくの構造

の制限 

道路境界線に面して（境界線から１ｍ以上後退したものを除く）設ける塀は高さ 1.5ｍ
以下のかき又はさくとし、生垣又は鉄柵、金網等の透視可能なさくで、原則として植
栽を施したものとする。また、その基礎の高さは、地盤面から 0.6ｍ以下とする。 

備考 用語の定義及び算定方法については、建築基準法及び同施行令による。 

「区域は、計画図のとおり」 


